
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 大宮地本は、各職場で発生している問題点を明確にさせ「申２号３６協定」交渉を積

み上げてきた。１３項目を掲げ、多くの成果を生み出し本日、締結に至った。 

特に各車掌区の要員問題についてメスを入れ、現在員数と標準数を明確にさせ、年次

有給休暇を失効させてしまう現実と向き合い、要員需給の平準化等の対策を講じること

や各区所の余力に応じて研修・出張等、日程調整等行うよう確認してきた。 

また、大宮駅の作業ダイヤを見直し、労働時間と休憩時間を明確にさせ必要な対策を

講じていくことを確認してきた。 

そして、小山車両センターの作業の見直しや設備系統の新入社員への年次有給休暇の

慫慂方法について誤解を与えないよう、改めて現場長に周知するよう確認してきた。 

 各職場で発生する多くの問題や課題など、各機関の連携を密にし、克服に向けて前進

しましょう！！ 


